
各 位                                 ２０２１年４月２８日

                                               会社名   株式会社 中 国 銀 行

                                               代表者名     取締役頭取 加 藤 貞 則

                                                          （コード番号：８３８２ 東証 1部）  

                                             本社所在地 岡山市北区丸の内一丁目 15番 20号
                                             問合せ先 執行役員総合企画部長 山 縣 正 和

      （電話：０８６－２２３－３１１１）

定款の一部変更に関するお知らせ

  中国銀行（岡山市北区丸の内一丁目１５番２０号  頭取 加藤 貞則)では、２０２１年４月２８日（水）
開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を２０２１年６月２５日開催予定の第１４０回定時株

主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．定款変更の理由

（１）取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 27条に定める取締役会の招集権者および議
長を取締役頭取からあらかじめ取締役会で定めた取締役に変更するものであります。

（２）附則第 1条の表題を条文の内容に即した表現に改めるものであります。

２．定款変更の内容

  変更の内容は別紙（現行定款・変更案対照表）のとおりであります。

３．日程

  定款変更のための株主総会開催日 ２０２１年６月２５日（金曜日）

  定款変更の効力発生日      ２０２１年６月２５日（金曜日）

以  上

本件に関するお問い合わせ先（ＴＥＬ ０８６－２２３－３１１１）

広報ＣＳＲセンター 渡辺（内線１９１０）・ 山本（内線２０１６）



別 紙

株式会社中国銀行 現行定款・変更案対照表

                                            （下線は変更部分を示します）

現 行 定 款 変 更 案

（取締役会の招集権者および議長）

第27条 取締役会は、法令に定めがある場合を除

き、取締役頭取がこれを招集し議長となる。

２．取締役頭取に事故があるときは、取締役会に

  おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締

役が取締役会を招集し議長となる。

第28条～第38条 （条文省略）

附則

（社外監査役の責任限定契約に関する経過措置）

第1条      （条文省略）

（取締役会の招集権者および議長）

第27条 取締役会は、法令に定めがある場合を除

き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役

がこれを招集し議長となる。

２．前項の取締役に事故があるときは、取締役会に

おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締

役が取締役会を招集し議長となる。

第28条～第38条 （現行どおり）

附則

（社外監査役の責任免除に関する経過措置）

第1条      （現行どおり）


